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－１－ 

令和３年第３回鳴沢村議会定例会会議録 

令和３年９月１３日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集された。 

１、応招議員 

   １番 三 浦 雄一郎     ２番 渡 辺 正 人 

   ３番 渡 辺 宗 司     ４番 土 屋 文 明 

   ５番 渡 辺 次 男     ６番 小 林 清 一 

   ７番 小 林 昭 一     ８番 渡 邊 明 雄 

   ９番 佐 藤 博 水    １０番 三 浦 直 樹 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 渡邊伸一 

 総務課長 三浦寿得 税務課長 梶原 充 

 企画課長 渡邉英博 福祉保健課長 小林昭博 

 住民課長 小林昌信 振興課長 木暮富人 

 教育課長 渡邉 積 会計管理者 渡邊安司 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 三浦進一 

 議会事務局書記 渡辺和彦 

７、会議事件 

 報告第３号  令和２年度鳴沢村普通会計財政健全化判断比率の 

        報告 

 報告第４号  令和２年度鳴沢村水道事業会計資金不足比率の報 
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        告 

 認定第１号  令和２年度鳴沢村一般会計並びに特別会計歳入歳 

        出決算認定の件 

 議案第４１号 令和３年度鳴沢村一般会計補正予算（第５号） 

 同意第７号  鳴沢村公平委員会委員の選任に同意を求める件 

 同意第８号  鳴沢村農業委員会委員の任命に同意を求める件 

 発議第２号  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財 

        源の充実を求める意見書の提出 

 発議第３号  加配定数の振り替えによらない小学校３５人学級 

        の実施、中学校での３５人学級の実施、教職員定 

        数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図る 

        ための意見書の提出 

 請願第２号  加配定数の振り替えによらない小学校３５人学級 

        の実施、中学校での３５人学級の実施、教職員定 

        数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図る 

        ための請願 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  報告第３号  令和２年度鳴沢村普通会計財政健全 

              化判断比率の報告 

 日程第５  報告第４号  令和２年度鳴沢村水道事業会計資金 

              不足比率の報告 

 日程第６  認定第１号  令和２年度鳴沢村一般会計並びに特 

              別会計歳入歳出決算認定の件 

 日程第７  議案第４１号 令和３年度鳴沢村一般会計補正予算 

              （第５号）  
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◎議長挨拶 

議長（三浦直樹君） 令和３年第３回定例会開会に先立ち、ご挨拶

申し上げます。 

  本日ここに令和３年第３回鳴沢村議会定例会へのご参集をお願

いしましたところ、議員の皆様には、ご多忙の折、全員の出席

をいただき、厚く御礼申し上げます。 

  昨年来猛威を振るう新型コロナウイルスでありますが、当村で

のワクチン接種も順調に進み、６５歳以上は９割以上、今月中

には１９歳から６５歳までの８割以上が２回の接種を終えるよ

うです。 

  関係各課、職員の皆様に感謝申し上げますとともに、今後予定

されている１８歳以下へのワクチン接種、また、未接種者への

ワクチン推奨も進めていっていただきたいと考えます。 

  昨日までで、山梨県のまん延防止等重点措置は解除となりまし

たが、これまでと変わらず感染防止に留意していきましょう。 

  最後に、今定例会の議案につきまして、慎重審議いただきます

ようお願い申し上げて、挨拶といたします。 

  なお、クールビズですので、上着の着用は自由とします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午後１時３０分 

議長（三浦直樹君） ただいまから、令和３年第３回鳴沢村議会定

例会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（三浦直樹君） ここで、村長より定例会招集に際しての挨拶

を受けます。鳴沢村長 小林 優君。 
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村長（小林 優君） どうも本日はご苦労さまです。 

  令和３年度第３回鳴沢村議会定例会を開催したところ、議員さ

ん全員の参会の下、開会できますことをお礼を申し上げさせて

いただきます。 

  ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックも、基本的には

無観客で行われ、両競技とも、日本選手の活躍が放映や報じら

れ、会場では観戦できないものの国民を感動させてくれました

が、反面、新型コロナウイルスの感染者も急増し、山梨県でも

まん延防止等重点措置が取られ、昨日解除されましたが、先ほ

ど議長さんがおっしゃいましたように、ワクチン接種も進んで

おり、コロナ収束が望まれるものであります。 

  それと、皆さんのご協力により、富士河口湖町とパラリンピッ

クのフランス、トライアスロンチームの事前合宿を誘致し、先

月１７日から８日間、河口湖湖畔を重点的に事前合宿が行われ、

村の職員もお手伝いさせていただきました。その結果、金メダ

ル１個、銅メダル１個、入賞者３人という好成績を収められ、

ナースチームとしてはよかったと思っておりますが、我々誘致

側では、このようなコロナ禍の中でも活動できず、１日オンラ

インで私、議長、教育長、また、河口湖も同じ体制でオンライ

ンで歓迎会を１時間ばかりやっただけでした。それでもフラン

スチームは好成績、また、前からの歓迎がよかったこともあり、

感謝していろいろの贈物をくれたようでございます。これから

も、そういう海外との友好を深めたいと考えております。 

  コロナ問題ですが、ワクチン接種が進んでいるとはいえ、まだ

まだ村でも感染者も出ております。そのような中で、昨年同様、

村の行事等も中止や方法を変えて実施せざるをえない状況です

ので、どうか皆さん方のご理解をお願いしたいと思っておりま

す。 
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  今定例会では、報告２件、認定１件、補正予算１件、同意２件

を提出予定であります。どの議案とも慎重審議の上、可決くだ

さいますようお願い申し上げ、また、台風シーズンが到来する

わけですが、この鳴沢村では、災害、人災のない穏やかな村を

願っております。そんなことを踏まえ、開会の挨拶とさせてい

ただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦直樹君） これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦直樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

三浦雄一郎君、渡辺正人君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦直樹君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育長

に対し説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配付したと

おり、説明員の報告がありましたのでご了承願います。 

  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による例月現金出納検査の結果について、お手元に配付したと

おり報告がありました。 

  報告書の内容については、朗読を省略いたします。 

  次に、７月１２日に第２回町村議会議長会議が山梨県自治会館

において開催されました。 

  審議結果については、お手元に配付しておりますので、朗読を
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省略いたします。 

  次に、議員派遣についてはお手元に配付したとおりであります。

ご出席いただいた議員各位には、大変ご苦労さまでした。 

  次に、令和３年第２回定例会において議決した各委員会の閉会

中の継続調査の報告を求めます。議会運営委員長 渡邊明雄君。 

議会運営委員長（渡邊明雄君） 議会運営委員会の閉会中の継続調

査についてご報告させていただきます。 

  令和３年第２回定例会において、本会議の会期日程等、議会の

運営に関する事項について、継続調査を要する旨を議長に申し

出、６月１８日の本会議において議決された件についての報告

であります。 

  ９月２日及び７日の午後３時から、議員控室において委員会を

招集いたしました。両日ともに委員全員と議長、説明のために

総務課長、職務のために議会事務局長及び書記の出席がありま

した。 

  まず、９月２日の委員会で申し合わせた事項については、次の

３項目です。 

  １、会期は本日より９月２１日までの９日間とし、詳細は配付

済みの会期日程表のとおりとすること。 

  ２、議案の委員会付託は配付済みの議案付託表のとおりとする

こと。 

  ３、一般質問通告期限は９月７日正午までとすること。 

  ４、定例会の開催に当たっては、配付済みの案のとおり新型コ

ロナウイルス感染症予防対策を講ずること。 

  以上であります。 

  次に、９月７日の委員会で申し合わせた事項については、次の

１項目です。 

  １、７日正午までに通告が締め切られた４名４件の一般質問通
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告書の取扱いについて、議長に提出された通告書の件数どおり

本会議で全ての一般質問を行うことが妥当という答申を議長に

行うこと。 

  以上であります。 

  以上で、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（三浦直樹君） 総務教育厚生常任委員長 佐藤博水君。 

総務教育厚生常任委員長（佐藤博水君） 総務教育厚生常任委員会

の閉会中の継続調査について報告をさせていただきます。 

  令和３年第２回定例会において、所管事務の調査について継続

調査を要する旨を議長に対し申し出、６月１８日の本会議にお

いて議決された件についての報告であります。 

  ９月７日午後３時４０分より委員会を招集いたしました。委員

全員と、会議事件説明のため福祉保健課長及び保健師、また、

その他事項の説明のため教育長、教育課長、住民課長、職務の

ために議会事務局長及び書記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、新型コロナウイルスワクチンの接種状況に

ついての１件です。 

  同感染症につきましては、全国でデルタ株が猛威を振るってお

り、未だ終息の気配は見えません。現在本村では、村民体育館

において、単独で新型コロナウイルスワクチンの接種が行われ

ておりますが、これまでのワクチンの接種状況や今後の予定等

について、福祉保健課長より説明を伺い、意見交換を行いまし

た。 

  また、小学校及び保育所の新型コロナウイルス感染症対策等に

ついても、教育委員会、住民課より説明を受け、意見交換を実

施いたしました。 

  以上で、総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査について
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の報告を終了いたします。 

議長（三浦直樹君） 建設産業経済常任委員長 渡辺次男君。 

建設産業経済常任委員長（渡辺次男君） 建設産業経済常任委員会

の閉会中の継続調査についての報告をさせていただきます。 

  令和３年第２回定例会において所管事務の調査について継続調

査をする旨を議長に対し申し出、６月１８日の本会議において

議決された件についての報告であります。 

  ９月２日午後３時４０分より議員控室において委員会を招集い

たしました。委員全員と議長、職務のため議会事務局長及び書

記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、道の駅リニューアルについての１件です。 

  会議では、道の駅リニューアル等の改善策に関して、６月２５

日に実施した指定管理者であるＪＡ鳴沢村の職員や役場企画課

との意見交換会で出された課題や、７月１６日及び９月２日に

開催された道の駅専門部会での協議事項等について委員長より

報告を行い、その内容を基に意見交換を実施いたしました。 

  以上で、建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査について

の報告を終了いたします。 

議長（三浦直樹君） 広報常任委員長 土屋文明君。 

広報常任委員長（土屋文明君） 広報常任委員会の閉会中の継続調

査について報告をさせていただきます。 

  令和３年第２回定例会において所管事務の調査について継続調

査を要する旨を議長に対し申し出、６月１８日の本会議におい

て議決された件についての報告であります。 

  ７月２０日午後３時より、議員控室において広報常任委員会を

開催いたしました。委員全員と議長、職務のために議会事務局

長及び書記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、なるさわ議会だより第４５号案について、
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追跡レポート誌面作成に向けての進捗状況確認案件の選定につ

いて、議会だよりモニターからの意見についての３件です。 

  既にご覧いただいたと思いますが、議会だより第４５号につい

て、レイアウト、記事内容等について協議し、先月８月１日に

配布をいたしました。 

  今回の議会だよりでは、東京２０２０オリンピック聖火リレー

の様子を表紙にし、メインの特集として、「２年間を振り返っ

て」と題しまして、議員就任後半期を経過した各議員の皆さん

に、これまでの取組、感想や今後の抱負、いま力を入れている

ことなどについて原稿を寄せてもらい掲載したほか、令和２年

度に行われました一般質問について、その後の取組を追跡した

追跡レポートを掲載いたしました。 

  また、今後の追跡レポート誌面の作成準備として、平成３１年

第１回定例会から令和２年第４回定例会の中で行われた８件の

一般質問について、執行部へ再度進捗状況確認を依頼すること

や、議会モニターからの意見を反映したものを年間で総括して

報告、紹介していくことなどを決定いたしました。 

  以上で、広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（三浦直樹君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（三浦直樹君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月２１日までの９日間といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会
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期は、本日から９月２１日までの９日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 報告第３号 令和２年度鳴沢村普通会計財政健 

            全化判断比率の報告 

◎日程第５ 報告第４号 令和２年度鳴沢村水道事業会計資 

            金不足比率の報告 

議長（三浦直樹君） 日程第４、報告第３号令和２年度鳴沢村普通

会計財政健全化判断比率の報告及び日程第５、報告第４号令和

２年度鳴沢村水道事業会計資金不足比率の報告の２件を一括し

て議題といたします。 

  この件について報告を求めます。総務課長。 

総務課長（三浦寿得君） 報告第３号令和２年度鳴沢村普通会計財

政健全化判断比率についてご報告申し上げます。 

  令和２年度決算の財政健全化判断比率につきまして、実質赤字

比率はマイナス１２．９９％となっており、早期健全化基準の

１５％と比較すると、これを下回っております。連結実質赤字

比率はマイナス１５．７４％となっており、早期健全化基準の

２０％と比較すると、これを下回っております。実質公債費比

率はマイナス２．２％となっており、早期健全化基準の２５％

と比較すると、これを下回っております。将来負担比率は、マ

イナス３２１．６％となっており、早期健全化基準の３５０％

と比較すると、これを下回っております。 

  これら４つの指標のいずれか１つ以上が早期健全化基準を超え

た場合には、財政健全化計画を策定し、住民に公表することが

義務づけられておりますが、村では全ての比率について基準を

超えていないため、健全な財政運営が行われております。 

  参考までに、令和２年１１月に公表された総務省の資料による

と、平成３１年度の実質公債費比率はマイナス２．１％で、全
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国１，７４１市区町村中第３７位、県内では２７市町村中第２

位と良好な数値となっております。 

  続きまして、報告第４号令和２年度鳴沢村水道事業会計資金不

足比率についてご報告申し上げます。 

  この比率は、公営企業の資金不足額がその営業収益に占める割

合を表す財政指標であります。この比率が２０％を超えた場合

には、経営健全化計画を策定し、住民に公表することが義務付

けられております。 

  鳴沢村水道事業会計については、実質的には簡易水道事業特別

会計を指しますが、特別会計歳入歳出の差引きで計算される実

質収支額が赤字となっていないため、資金不足比率は算出され

ません。 

  以上の普通会計財政健全化判断比率及び水道事業会計資金不足

比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条及び第２２条の規定により、監査委員の審査に付しそ

の意見をつけて議会に報告することとなっております。この規

定に基づき、去る８月２６日、２７日の２日間、監査委員によ

る審査を行っていただきました結果、審査意見書の最下段にあ

るように、是正改善を要する事項としては、特に指摘すべき事

項はないという意見をいただきましたことを改めて報告させて

いただきます。また、算定の根拠として、お手元に資料を配布

しましたので、ご覧いただきたいと思います。 

  現在のところ、本村は健全な財政運営がされておりますが、新

型コロナウイルス感染拡大による経済不況をはじめ、村税収入

や地方交付税などの一般財源収入の増加が見込めない状況であ

ることから、細心の注意を払いながら財政運営を行ってまいり

ます。 

  以上で、報告第３号及び第４号についての報告を終わります。 
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議長（三浦直樹君） 以上で、報告第３号及び第４号の報告を終了

いたします。 

  なお、この報告については、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により、報告のみで足りるものであることを申し添え 

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 認定第１号 令和２年度鳴沢村一般会計並びに 

            特別会計歳入歳出決算認定の件 

議長（三浦直樹君） 日程第６、認定第１号令和２年度鳴沢村一般

会計並びに特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者からの提案理由の説明を求めま

す。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 認定第１号令和２年度鳴沢村一般会計並びに

特別会計歳入歳出決算認定の件について、提案理由をご説明申

し上げます。 

  一般会計並びに国民健康保険特別会計をはじめとする５つの特

別会計に係る令和２年度の決算は、全ての会計の歳入総額３６

億６，１７３万６７０円、歳出総額３４億１，４０９万７５１

円となりました。 

  この歳入歳出の差引きである形式収支は２億４，７６３万９，

９１９円、形式収支から令和３年度へ繰越明許を行った事業へ

充当される財源６９３万２，０００円を差し引いた実質収支は

２億４，０７０万７，９１９円の黒字となりました。 

  詳細につきましては、予算決算常任委員会で改めて説明させて

いただきますが、今回の決算の成果を踏まえ新たな行政課題を

発見し、さらに住民の皆様の行政需要を見極めた上で、細心の

注意を払った財政運営を行っていく所存でございます。 

  議員各位におかれましても特段のご理解、ご支援を賜りたいと
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思います。 

  以上で、認定第１号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

  ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。監査委員小

林昭一君。 

監査委員（小林昭一君） 地方自治法第２３３条第２項の規定によ

り、令和２年度鳴沢村一般会計並びに特別会計の決算審査を歳

入歳出決算書、財産関係書類、主要施策の成果及び予算の執行

実績報告書により各所属長から説明を受ける方法により、令和

３年８月２６日及び２７日に実施し審査いたしました結果を鳴

沢村監査委員条例第８条及び鳴沢村監査基準第１４条第４項の

規定に基づき意見書として作成し、村長に提出いたしました。 

  また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令

和２年度鳴沢村普通会計財政健全化比率及び令和２年度鳴沢村

水道事業会計資金不足比率の審査も行い、同法の規定による意

見書を併せて村長に提出いたしました。 

  詳細につきましては、認定第１号の議案書に報告書が添付され、

既にお手元に配布されてありますので、説明は省略させていた

だきます。 

  以上で監査委員による決算審査の結果報告を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で監査結果の報告を終わります。 

  ただいま議題となっております認定第１号については、会議規

則第３６条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託の

上、審査することにいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４１号 令和３年度鳴沢村一般会計補正 

             予算（第５号） 

議長（三浦直樹君） 日程第７、議案第４１号令和３年度鳴沢村一
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般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第４１号令和３年度鳴沢村一般会計補正

予算（第５号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

  令和３年度の一般会計歳入歳出予算の総額に緊急を要するもの

として新たに１，９３４万８，０００円を追加し、一般会計並

びに特別会計予算総額を３０億２，２４２万３，０００円とす

るものであります。 

  主な歳出の概要につきましては、新型コロナウイルスワクチン

予防接種事業７５３万４，０００円、総務行政諸費４６２万円、

中小企業者等事業継続支援事業３７３万８，０００円などで、

早急に対応しなければならないものとして計上しております。 

  これらの事業実施に係る財源として、国庫支出金１，２７５万

７，０００円、前年度からの繰越金６５９万１，０００円を見

込んでおります。 

  なお、地方自治法第２１３条第１項の規定による繰越明許費と

して、総務行政諸費４７３万円を令和４年度へ繰越しできるも

のとして設定するものであります。 

  鋭意事業を執行してまいりますので、議員各位におかれまして

も特段のご理解、ご支援を賜りたいと存じます。 

  以上で、議案第４１号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第４１号については、会議

規則第３６条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託

の上、審査することにいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦直樹君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 
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  お諮りいたします。 

  議事の都合により、本会議は９月１４日から２０日までの７日

間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本会議は９月１４日から２０日までの７日間を休

会とすることに決定しました。 

  なお、本会議は９月２１日午後１時１０分から再開いたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後２時０２分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

   令和３年９月１３日 

 

     議会議長 

 

     署名議員 

 

     署名議員 
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令和３年９月２１日再開 

１、出席議員 

   １番 三 浦 雄一郎     ２番 渡 辺 正 人 

   ３番 渡 辺 宗 司     ４番 土 屋 文 明 

   ５番 渡 辺 次 男     ６番 小 林 清 一 

   ７番 小 林 昭 一     ８番 渡 邊 明 雄 

   ９番 佐 藤 博 水    １０番 三 浦 直 樹 

２、欠席議員 

 なし。 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 渡邊伸一 

 総務課長 三浦寿得 税務課長 梶原 充 

 企画課長 渡邉英博 福祉保健課長 小林昭博 

 住民課長 小林昌信 振興課長 木暮富人 

 教育課長 渡邉 積 会計管理者 渡邊安司 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 三浦進一 

 議会事務局書記 渡辺和彦 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  認定第１号  令和２年度鳴沢村一般会計並びに特 

              別会計歳入歳出決算認定の件 

 日程第４  議案第４１号 令和３年度鳴沢村一般会計補正予算 

              （第５号） 

 日程第５  同意第７号  鳴沢村公平委員会委員の選任に同意 

              を求める件 
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 日程第６  同意第８号  鳴沢村農業委員会委員の任命に同意 

              を求める件 

 日程第７  発議第２号  コロナ禍による厳しい財政状況に対 

              処し地方税財源の充実を求める意見 

              書の提出 

 日程第８  発議第３号  加配定数の振り替えによらない小学 

              校３５人学級の実施、中学校での３ 

              ５人学級の実施、教職員定数改善、 

              及び義務教育費国庫負担制度拡充を 

              図るための意見書の提出 

 日程第９  請願第２号  加配定数の振り替えによらない小学 

              校３５人学級の実施、中学校での３ 

              ５人学級の実施、教職員定数改善、 

              及び義務教育費国庫負担制度拡充を 

              図るための請願 

 日程第１０ 一般質問 

 日程第１１ 委員会の閉会中の継続調査の件 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時０９分 

議長（三浦直樹君） 出席議員が定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであり

ます。 

  なお、上着の着用は自由とします。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦直樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

渡辺宗司君、土屋文明君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦直樹君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  令和３年第２回定例会以降に開かれました、一部事務組合議会

に関する事項の報告を求めます。報告者は自席にて報告を行っ

てください。 

  鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会、８番 渡邊明雄

君。 

８番（渡邊明雄君） ６月２８日と９月１６日に２回ございました

ので、その報告をさせていただきます。 

  まず、令和３年鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会第

２回定例会についての報告をさせていただきます。 

  ６月２８日午前１０時より招集され、会議が行われました。議

員１８名と会議事件説明のために梶原先勝組合長をはじめ、事

件説明のために執行部２名の出席がありました。 
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  本会議においては、まず会期が２８日の１日間と決定されまし

た。会議事件は６件で、内容といたしましては、補欠議員の議

席の指定の件、会議録署名議員の指名の件、会期の決定の件、

委員会の所属についての件であります。 

  議案第２号令和３年度一般会計歳入歳出補正予算（第１号）に

ついての件を報告させていただきます。 

  内容は、歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ１，００４万７，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

２８５万１，０００円とすること。 

  次に、美化協議案第２号令和３年度美化協会計歳入歳出補正予

算（第１号）についての件。 

  内容は、歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ５５６万７，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３５

６万９，０００円とすることです。 

  いずれも原案のとおり可決されました。 

  なお、会期中、全員協議会が開かれ、恩賜林組合庁舎の土地の

件と３合目の駐車場の件及び砂防の件につきまして、事務局か

ら説明がありました。 

  以上で第２回定例会についての報告を終了させていただきます。 

  続きまして、令和３年鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合

議会第３回定例会についての報告をさせていただきます。 

  開催日時は９月１６日、午前１０時より招集され会議が行われ

ました。出席者、議員１８名と会議事件説明のために梶原先勝

組合長をはじめ、事件説明のために執行部１名の出席がありま

した。 

  決定された事項、本会議においては会議事件は９件で、内容と

いたしましては、会議録署名議員の指名の件、次に会期の決定

の件で、会期は１６日の１日間と決定されました。 
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  次に、議案第３号令和３年度一般会計歳入歳出補正予算（第２

号）についての報告をさせていただきます。 

  内容は、歳入歳出予算にそれぞれ４４万円を追加し、予備費を

４４万円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

２８５万１，０００円とすること、これは弁護士委任に伴う報

酬費用です。 

  次に、美化協議案第２号令和３年度美化協会計歳入歳出補正予

算（第１号）についての報告をさせていただきます。 

  内容は、歳入歳出予算にそれぞれ５５６万７，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、歳出予算それぞれ１億２８５万１，

０００円とすること。 

  議案第４号令和２年度一般会計歳入歳出決算認定の件。 

  内容は、歳入総額１億３，６１１万３，０００円、歳出総額９，

６０６万５，０００円で、実質収支は４，００４万８，０００

円の黒字となりました。 

  監査報告で、恩賜林組合連合の特別会費が未払いになったこと

及び職員の労災事故の未報告と不適切処置により労働基準監督

署の指導を受けていること等、組合の事務処理体制に憂慮する

べき点が認められたこと、今後は組合と構成町村で協議して組

合事務の体制強化を検討していただくことの報告がありました。 

  次に、美化協議案第３号令和２年度美化協会計歳入歳出決算認

定についての件。 

  内容は、歳入総額３，３２４万８，０００円、歳出総額１，５

６８万円で、実質収支は１，７５６万８，０００円の黒字とな

りました。 

  監査報告で、新型コロナ感染拡大防止をしっかり行いながら営

業活動の拡大及び雇用の確保に努めていただくよう報告があり

ました。 
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  次に、日程第６で議長の辞職が提出され、副議長により追加日

程で副議長の推薦による選挙が行われました。慣習、慣例によ

り鳴沢地区の渡邊明雄が新議長に就任いたしました。 

  次に、副議長の辞職が提出され、慣習、慣例により船津地区の

副議長の選挙が行われましたが、富士河口湖町の議員選挙が本

日２１日に告示されるため、その後の推薦による選挙となりま

した。 

  次に、組合長の任期満了に伴い組合長の選挙が行われました。

慣習、慣例により小立地区の外川健司氏が当選されました。 

  なお、この本会議前に全員協議会が開催され、事務管理職員の

退職により会計説明員不在のため会計説明を組合長が代行する

こと、会計管理者不在により恩賜林組合連合会の特別会費が未

払いになったこと、なお、現在はこの支払いは完了しているこ

と、次に、不在会計管理者の任期が９月３０日で切れるので、

組合の会計支払い業務を鳴沢村の会計管理者が執行することの

説明が梶原先勝組合長からありました。 

  以上で鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会についての

報告を終了させていただきます。 

議長（三浦直樹君） 河口湖南中学校組合議会、８番 渡邊明雄君。 

８番（渡邊明雄君）  

  令和３年第２回河口湖南中学校組合議会定例会についてご報告

いたします。 

  日時は、令和３年９月１６日午後２時に招集されました。場所

は、湖南中学校の会議室であります。 

  出席者は、組合長 渡辺喜久男富士河口湖町長、副組合長 小

林 優村長、同じく梶原先勝氏をはじめ、執行部６名、組合議

員１５名、教育委員会５名、公平委員３名の出席がありました。 

  会議事件は８件で、議員の議席の指定の件、会議録署名議員の



－２３－ 

指名の件、次に会期の決定についての件で、内容は１６日の１

日間と決定されました。 

  次に、副議長の選挙が行われ、慣習、慣例により鳴沢地区の小

林清一氏が副議長に当選されました。 

  次に、承認第２号一般会計補正予算（第１号）専決処分の件で、

内容は、英語教育改善プランの消耗品１０万円の増額で、全額

県の教育費委託金で歳入歳出の総額をそれぞれ２億７，４６８

万１，０００円とすること。 

  次に、承認第１号令和２年度河口湖南中学校組合一般会計歳入

歳出決算認定の件で、内容は歳入総額３億５９３万４，０００

円、歳出総額３億５４３万４，０００円で実質収支額５０万円

となったことで、適正であるとの監査報告がありました。 

  次、監査委員の選任が行われ、船津地区の小林賢治氏と大嵐地

区の朝比奈誠氏が選任されました。 

  次に、教育委員会教育長の選任が行われ、大嵐地区の渡辺春雄

氏が選任されました。 

  以上、８件いずれも原案のとおり可決されました。 

  以上で河口湖南中学校組合議会定例会についての報告を終了い

たします。 

議長（三浦直樹君） 富士五湖広域行政事務組合議会、９番 佐藤

博水君。 

９番（佐藤博水君） 令和３年第２回富士五湖広域行政事務組合議

会定例会についての報告をさせていただきます。 

  令和３年８月２４日１４時より招集され、議会運営委員会、議

員協議会、本会議、本会議終了後に議会運営委員会、総務委員

会、消防委員会の正副委員長互選が富士五湖広域行政事務組合

会議室において行われました。 

  議員１９名と、会議事件説明のために、代表理事 堀内 茂富
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士吉田市長、理事 小林 優鳴沢村長をはじめ、ほかの理事と

執行部及び事務局の出席がありました。会期は８月２４日、１

日間と決定されました。 

  会議事件は１３件で、内容は、選任第３号議会運営委員の補欠

選任については、３人の新人、富士吉田市渡辺貞治議員、戸田

元議員、鳴沢村佐藤博水が選任されました。 

  選任第４号常任委員の補欠選任については、６人の新人、総務

委員に富士吉田市桑原森雄議員、鳴沢村小林昭一議員が、消防

委員に富士吉田市藤原栄作議員、渡辺貞治議員、戸田 元議員、

鳴沢村佐藤博水が選任されました。 

  次に、専決処分報告について。 

  報告第２号令和２年度富士五湖広域行政事務組合一般会計補正

予算第３号について、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４，７６８万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２７億１，５７４万５，０００円とするもの

です。 

  報告第３号令和２年度富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑

特別会計補正予算（第１号）について。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４１５万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１１６万８，００

０円とするものです。 

  報告第４号継続費繰越計算書について。 

  これは新庁舎建設事業の予算計上額１０億４，２４８万８，０

００円のうち３，５１０万８，０００円を繰り越すものです。 

  議案第１０号令和２年度富士五湖広域行政事務組合一般会計歳

入歳出決算認定について。 

  歳入総額２８億２５４万５，５８６円、歳出総額２８億４２万

１，１７４円、歳入歳出差引き残額２１２万４，４１２円とな
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っております。 

  議案第１１号令和２年度富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖

苑特別会計歳入歳出決算認定について。 

  歳入総額１億１１６万９，０８６円、歳出総額９，９１６万６

１５円で、歳入歳出差引き額は２００万８，４７１円で、うち

基金繰入額は２００万円となります。 

  以上の議案は決算特別委員会に付託され、委員長よりそれぞれ

原案のとおり認定すべきものと決した報告があり、認定されま

した。 

  議案第１２号富士五湖広域行政事務組合職員定数条例の一部改

正について。 

  多種多様な消防業務に対し職員数は必要最小限で余裕がなく、

住民サービス充実を図るため、第３条２号中１６８人を１８０

人に改めるものです。 

  議案第１３号富士五湖広域行政事務組合条例の左横書き等の整

備に伴う特別措置に関する条例について。 

  縦書きの紙媒体である例規を効率向上の目的として、データベ

ース化に伴い条例を左横書きに改め、用字、用語の統一整備の

ため本条例を制定するものであり、議案第１２号、議案第１３

号は総務委員会に付託され、委員長より原案のとおり可決すべ

きものと決した報告があり、可決されました。 

  議案第１４号財産の取得について。 

  新規配備のため、消防ポンプ車１式１台４，４７７万円で甲府

市伊勢有限会社中村ポンプ工作所から買い入れるもので、可決

されました。 

  議案第１５号令和３年度富士五湖広域行政事務組合一般会計補

正予算（第１号）について。 

  歳入歳出の予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１１９万６，
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０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

３億２，９５２万１，０００円とするもので、内容は、今年度

の人事異動に伴う人件費です。歳入は、分担金及び消防特別負

担金を２，１１９万６，０００円増額し、歳出については、消

防総務費２，１１９万６，０００円を増額するものであります。 

  この議案は決算特別委員会に付託され、委員長からそれぞれ原

案のとおり可決すべきものと決した報告があり、可決されまし

た。 

  選任第１５号富士五湖広域行政事務組合議会運営委員の選任に

ついては、富士吉田市渡辺貞治議員、戸田 元議員、西桂町中

村常実議員、忍野村渡辺隆三議員、山中湖村堀内康雄議員、富

士河口湖町井出聰一議員、鳴沢村佐藤博水の７名が選任され、

承認されました。 

  選任第６号富士五湖広域行政事務組合議会常任委員の選任につ

いては、総務委員会委員に、富士吉田市桑原守雄議員、横山勇

志議員、勝俣米治議員、西桂町中村常実議員、忍野村渡辺隆三

議員、山中湖村堀内康雄議員、富士河口湖町井出聰一議員、倉

沢鶴義議員、鳴沢村小林昭一議員。 

  消防委員会委員に、富士吉田市藤原栄作議員、渡辺貞治議員、

戸田 元議員、太田利政議員、西桂町武藤英一議員、忍野村渡

邊喜久一議員、山中湖村樋口重喜議員、富士河口湖町外川 満

議員、堀内昭登議員、鳴沢村佐藤博水が選任され、承認されま

した。 

  開催終了後、議会運営委員会、総務委員会、消防委員会が開催

され、それぞれ正副委員長の互選が行われ、消防委員会委員長

に佐藤博水が選任されました。 

  その他につきましては、議員研修会研修実施について、コロナ

禍の関係で例年時期を延ばし、１月中旬以降で富士山噴火、防
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災に関する研修とし、関東地域での研修先を選出し実施するこ

とに決定しました。 

  以上で富士五湖広域行政事務組合議会についての報告を終了い

たします。 

議長（三浦直樹君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 認定第１号 令和２年度鳴沢村一般会計並びに 

            特別会計歳入歳出決算認定の件 

議長（三浦直樹君） 日程第３、認定第１号令和２年度鳴沢村一般

会計並びに特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 三浦雄一郎君。 

予算決算常任委員長（三浦雄一郎君） 今定例会初日において予算

決算常任委員会に付託された認定第１号令和２年度鳴沢村一般

会計並びに特別会計歳入歳出決算認定の件について、その審査

経過と結果についてご報告いたします。 

  ９月１３日及び１４日の２日間にわたり、付託事件の審査を行

いました。 

  委員各位には熱心なご審議を賜り、また、長時間にわたり精力

的に日程を消化していただいたことに改めて感謝申し上げる次

第であります。 

  付託事件の審査の方法は、一般会計は歳入を一括し、歳出につ

いては予算科目ごとに、特別会計については各会計ごとに歳入

歳出を一括し、事業ごとの目的や実績・成果・課題・問題点、

今後の方針を含めた具体的な計画の説明を受け、これに対しそ

れぞれ質疑を行う方法により審査を行いました。 

  各委員から多くの提言及び指摘がありましたが、その内容につ

きましては、議員全員が委員であり、ご承知のことと思います
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ので、詳細についての報告は省かせていただきます。 

  なお、村当局におかれましては、事業を実施してただ終わるの

ではなく、より事業の目的を明確にし、実績や成果を把握して

課題・問題点を抽出し、次年度以降の計画に生かすというサイ

クルを確立し、村民の福祉の向上に寄与していただくよう、さ

らなる努力をお願いするものであります。 

  結びに、審査を行った結果、本委員会に付託された認定第１号

について、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（三浦直樹君） 以上で委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員で構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでおります

ので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより認定第１号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案について、委員長報告は認定であります。 

  認定第１号は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の

議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦直樹君） 起立全員です。したがって、認定第１号は、
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原案のとおり認定することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第４１号 令和３年度鳴沢村一般会計補正 

             予算（第５号） 

議長（三浦直樹君） 日程第４、議案第４１号令和３年度鳴沢村一

般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 三浦雄一郎君。 

予算決算常任委員長（三浦雄一郎君） 今定例会におきまして予算

決算常任委員会に付託された議案第４１号令和３年度鳴沢村一

般会計補正予算（第５号）の補正予算議案につきまして、審査

いたしました経過と結果についてご報告申し上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い本日開催し、付託され

た補正予算案の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された補正予算議案につい

て、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（三浦直樹君） 以上で委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員で構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでおります

ので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 
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  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４１号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案について、委員長報告は可決であります。 

  議案第４１号は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦直樹君） 起立全員です。したがって、議案第４１号は、

原案のとおり可決することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 同意第７号 鳴沢村公平委員会委員の選任に同 

            意を求める件 

議長（三浦直樹君） 日程第５、同意第７号鳴沢村公平委員会委員

の選任に同意を求める件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 同意第７号鳴沢村公平委員会委員の選任に同

意を求める件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  委員であります小林茂樹氏が９月３０日をもって任期満了とな

ることを受け選任するものですが、後任といたしまして鳴沢村

１７５６番地、三浦智子氏を選任したいと思います。 

  ご存じのように人格高潔で、人事行政に関して識見を有し、適

任と認められますので、地方公務員法第９条の２第２項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

  ご審議の上、ご同意いただけますようお願い申し上げます。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより同意第７号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

議長（三浦直樹君） 起立全員です。よって、本案は原案のとおり

同意することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 同意第８号 鳴沢村農業委員会委員の任命に同 

            意を求める件 

議長（三浦直樹君） 日程第６、同意第８号鳴沢村農業委員会委員

の任命に同意を求める件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 同意第８号鳴沢村農業委員会委員の任命に同
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意を求める件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本年６月に鳴沢村農業委員会に１名の欠員が生じたことから、

新たな委員の任命について、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により議会の同意を求める必要となるものです。 

  新たに委員として、鳴沢村４７０９番地３、小林 博氏を任命

するものであります。農地等の利用の最適化の推進に関する事

項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務

を適切に行うことができ適任と認められますので、農業委員会

等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求める

ものであります。 

  ご審議の上、ご同意いただけますようお願い申し上げます。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより同意第８号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 
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  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

議長（三浦直樹君） 起立全員です。よって、本案は原案のとおり

同意することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に 

            対処し地方税財源の充実を求める 

            意見書の提出 

議長（三浦直樹君） 日程第７、発議第２号コロナ禍による厳しい

財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出を議

題といたします。 

  本案について提出者から提案理由の説明を求めます。８番 渡

邊明雄君。 

８番（渡邊明雄君） 発議第２号コロナ禍による厳しい財政状況に

対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  昨年から続く新型コロナウイルス感染症ですが、本年に入りワ

クチンの接種が全国的に開始されたものの、その勢いは衰えず、

最近では働く世代や若者の間で急激に感染が広がっております。

同感染症の拡大に伴い、全国で経済的・社会的に甚大な影響を

及ぼしており、地方財政への影響も懸念されております。 

  このような状況を鑑み、今後も地方自治体が安定的な財政運営

を行えるよう財源を確保・充実するため、国の関係機関へ次の

事項を実施するよう要望するものであります。 

  １、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、経

済財政運営と改革の基本方針２０２１において、令和３年度地

方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する
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とされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大

している。この現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄

せがされないよう十分な総額を確保すること。 

  ２、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の

根幹を揺るがす見直しは断じて行わないこと。また、生産性革

命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じ

られた固定資産税等に係る特別措置は、本来国庫補助金等によ

り対処するべきものであり、今回限りの措置として、期限の到

来をもって確実に終了すること。 

  ３、令和３年度税制改革により講じられた土地に係る固定資産

税の課税標準額を令和２年度と同額とすること。負担調整措置

については、令和３年度限りとすること。 

  ４、令和３年度税制改革により講じられた自動車税、軽自動車

税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は

断じて行わないこと。 

  ５、炭素に係る税を創立または拡充する場合には、その一部を

地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院

議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣、内

閣官房長官、経済再生担当大臣に対し意見書を提出するもので

あります。 

  ご賛同くださいますようお願い申し上げます。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 
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  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより発議第２号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 発議第３号 加配定数の振り替えによらない小 

            学校３５人学級の実施、中学校で 

            の３５人学級の実施、教職員定数 

            改善、及び義務教育費国庫負担制 

            度拡充を図るための意見書の提出 

議長（三浦直樹君） 日程第８、発議第３号加配定数の振り替えに

よらない小学校３５人学級の実施、中学校での３５人学級の実

施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図る

ための意見書の提出を議題といたします。 

  本案について提出者から提案理由の説明を求めます。２番 渡

辺正人君。 

２番（渡辺正人君） 発議第３号加配定数の振り替えによらない小

学校３５人学級の実施、中学校での３５人学級の実施、教職員
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定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見

書の提出について、提案理由をご説明申し上げます。 

  学校現場では、いまだ猛威を振るう新型コロナウイルス感染症

に対する様々な対応や貧困、いじめ、不登校など解決すべき課

題が山積しており、子供たちの豊かな学びを実現するため、教

材研究や授業準備の時間、子供たちと向き合う時間を十分に確

保することが困難な状況となっております。 

  また、教職員の働き方改革が少しずつ進められていますが、業

務の削減や役割分担、勤務時間の適正化は大きな改善が見られ

ていないのが現状です。 

  一人一人の子供に丁寧な対応を行うためには、教職員定数改善

を進め、一クラスの学級規模を引き下げる必要があります。ま

た、三位一体改革により義務教育費、国庫負担制度の国負担割

合は２分の１から３分の１に引き下げられ、自治体財政を圧迫

し、自治体間の教育格差が生じることも懸念されます。子供た

ちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられること

は、憲法上の要請であります。将来を担い、社会の基盤づくり

につながる子供たちへの教育は極めて重要であります。 

  こうした観点から、国の関係機関へ次の事項を実施するよう要

望するものであります。 

  １、小学校の３５人学級実施に当たっては、加配定数の振替で

はなく教職員定数の実質的な増員で行うこと。また、中学校へ

の３５人学級を実施すること。 

  ２、学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため、加配

の増員など教職員の定数改善を推進すること。 

  ３、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費

国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を２分の１に復元する

こと。 
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  ４、教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国にお

ける教育予算を拡充すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院

議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣に対

し意見書を提出するものであります。 

  ご賛同くださいますようお願い申し上げます。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより発議第３号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 請願第２号 加配定数の振り替えによらない小 
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            学校３５人学級の実施、中学校で 

            の３５人学級の実施、教職員定数 

            改善、及び義務教育費国庫負担制 

            度拡充を図るための請願 

議長（三浦直樹君） 日程第９、請願第２号加配定数の振り替えに

よらない小学校３５人学級の実施、中学校での３５人学級の実

施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図る

ための請願を議題といたします。 

  本件について、既に同一趣旨の発議第３号が可決され、その趣

旨が達成されておりますので、みなし採択とすることにいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり採択されたものとみなします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 一般質問 

議長（三浦直樹君） 日程第１０、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

  渡辺正人君からの、「大規模停電時における水道水供給ついて」

の質問を許します。２番 渡辺正人君。 

２番（渡辺正人君） 私からの質問ですけれども、大規模停電時に

おける水道水の供給についてということで、昨今、世界的な気

候変動を原因とする台風などにより、大規模停電が各地で発生

しています。２０１９年に発生した台風１５号で千葉県に大規

模停電が起こりましたが、このような大規模停電が鳴沢村にい

つ起こっても不思議ではありません。そして、停電が長期化し

た場合、水道水供給について懸念があります。 

  現在管理している水源地からの水道水供給について、鳴沢地区
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は、主に三本松水源とドウコンダシ水源から供給し、大田和地

区は、主に大持水源と前原水源から供給しています。どの水源

地も水中ポンプにより地下水をくみ上げているため、停電時は

ポンプが停止して、水の供給は貯水池の水がなくなれば供給で

きなくなります。これまでの振興課からの説明では、三本松水

源には非常用電源システムを設置していますということで、停

電時の水道水供給は可能であり、非常時には三本松水源の給水

管の途中から切り回しを行い、大田和地区へ供給するとのこと

でした。 

  しかし、実際には全ての住宅に水が流れるのか、また、水圧が

どの程度落ちるのかシミュレーションができていないため、非

常に不安であります。富士山周辺で地下水を飲料水として利用

している自治体や企業、また別荘など、停電に対して同様のリ

スクがあると考えています。 

  そんな中で、静岡県のある自治体では、水道施設に簡単に発電

機に切替えができる制御盤をつけて災害に備えているそうです。

常時発電機を置く必要がないため、イニシャルコストを抑える

ことができます。 

  例えば大持水源にも同様の設備をつけて設置しておけば、大田

和地区への供給も心配がなくなるのではないでしょうか。村長

のお考えをお伺いいたします。 

議長（三浦直樹君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡辺正人議員の質問にお答えしますが、簡易

水道施設にたけております振興課長に答弁をお願いいたします。 

議長（三浦直樹君） 振興課長。 

振興課長（木暮富人君） 渡辺正人議員の質問にお答えいたします。 

  長期間にわたる大規模停電発生時には、直ちに平常時のような

各家庭への給水を行うことは現実的には不可能であると考えて
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います。給水車等による水の配布のほか、時間を制限しながら

切り回しによりエリアを分けて給水を行い、その後、電力復旧

の状況を確認しながら給水範囲を広げていくことになろうかと

思います。 

  水道施設への電源の切替えができる制御盤の設置につきまして

は、昨年度振興課内で長期停電時の可搬式発電機の導入という

観点から検討した経過がございます。質問にもありましたよう

に、施設の分電盤を切替え式とし、発電機等の外部電源を利用

することが可能となるようにするものです。今後も引き続き検

討していきますが、災害発生時に施設に見合う高出力の発電機、

運搬車両、レッカー等が確保できるか確実性がないこと、また、

発電機設置・接続に係る電気主任技術者が確保できるかなど課

題は多くあります。 

  なお、平成２７年に三本松水源に導入した非常用発電機は取り

外しが可能となっており、三本松水源に停電が発生せず安定的

に稼働できている場合に、ほかの施設に移設することも可能で

すが、運搬車両、レッカー等及び発電機の設置・接続に係る電

気主任技術者の確保について具体的な実現性のある計画を定め

ておくことが必要かと思います。 

  現在の鳴沢村の水道施設のうち青木ケ原水源については、くみ

上げた水を紅葉台まで上げ、焼間方面に流下させており、その

構造から施設の維持管理費や電気料が多くかかっております。

また、水圧の関係上、大田和地区の大持配水地から高所に位置

する大砂配水地に送水する必要があるなど、効率的でない箇所

があります。 

  そういった村全体の施設の在り方について、制御盤などを含め

た災害を想定した検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上で、渡辺正人議員の質問に対する答弁とさせていただきま
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す。 

議長（三浦直樹君） ２番 渡辺正人君。 

２番（渡辺正人君） 先ほど振興課長からお話があったように、電

源を緊急時に確保できるかというお話は私も聞いていたんです

が、今、建設業の関係では、やっぱり１５０ｋＶＡとかそのぐ

らいの電源を常時持っているリース会社がたくさんありまして、

ほとんどが全国チェーンになると。ですから、鳴沢村というか

富士吉田近辺で起きたとして、もし電源がなくなったとしても、

ほかの長野県とか神奈川県とか、そういったところに全部当た

ってくれてというふうになるそうです。ですから、またその辺

はそういうリース会社と契約するなりしていただければいいか

なと思います。 

  それから、今月に入って山梨県でも東海地震置き換え想定に関

する会議が始まったというふうに報道されておりますけれども、

火山灰が風向きによってこちらに来ますけれども、麓付近では

降灰量５０センチと予想されております。この場合、電柱の碍

子に火山灰が積もって雨で固まってしまうと、火山灰が通電、

導電性を持ってショートして停電するというリスクがあるそう

です。こういう事態も想定していかなきゃいけないかなという

ふうに思います。 

  停電が長期化した場合でも、安定した水道供給ができるように

備えをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

議長（三浦直樹君） 以上で渡辺正人君の一般質問を終わります。 

  次に、「コロナ禍の災害発生時における感染予防に対応する避

難所について」の質問を許します。４番 土屋文明君。 

４番（土屋文明君） コロナ禍における災害発生時の感染予防に配

慮した避難所をどのように検討、対応しているかの質問であり

ます。 



－４２－ 

  コロナ禍はまだまだ長引いています。しかし、災害はいつ起こ

るか分からず、コロナ禍でも災害時の準備は欠かせない状況で

す。 

  本年より大雨などの災害時には、自治体より発信する被害情報

基準が変更になりました。特に基準値レベル４では、全員避難

といった「避難指示」になりました。このことは既に周知がさ

れていると思います。郡内では先月の８月１８日の豪雨時に、

富士河口湖町、富士吉田市が避難指示を発信しました。 

  しかし、実際には避難者は僅かでした。「過去に災害がない」

とか、「まだ大丈夫」だけでなく、コロナ禍で「避難所で密に

なりたくない」といった、コロナ禍ならではの利用に対する阻

害要因があったと思われます。 

  そこで、コロナ禍に限り、感染予防対策を徹底して安心安全の

取組をした「家族単位の個室避難所」の設置に向けて観光協会

と協定を図り、当村内の民宿、旅館などの宿泊施設の皆さんか

らご協力をいただいて実現する考えはあるかをお尋ねします。 

  なお、併せて本対策は、コロナ禍で苦慮されている観光業の皆

さんの支援も同時に行えるものと思料いたします。 

議長（三浦直樹君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 土屋文明議員の一般質問に答弁するわけです

が、災害対策の担当であります総務課長に答弁をお願いいたし

ます。 

議長（三浦直樹君） 総務課長。 

総務課長（三浦寿得君） 土屋文明議員からのコロナ禍の災害発生

時における感染予防に対応する避難所についての質問にお答え

いたします。 

  自然災害には大地震によるもの、台風等の大雨による土砂災害

がありますが、本村では、避難者がより多くなると想定される



－４３－ 

地震による想定避難者数を基に避難所備蓄計画を策定しており

ます。山梨県消防防災課で作成しました山梨県東海地震被害想

定調査報告書によると、鳴沢村の住居に引き続き住むことが困

難な住居制約者は４５９名であることから、本村の想定避難者

数を４６０人としまして、避難所の収容定員及び備蓄品の数量

を計画的に整備しております。 

  鳴沢村では、コロナ禍以前より過去の災害対応を教訓にプライ

バシーに配慮したパーティションを避難所に整備するなど、避

難所の生活環境に配慮した整備を進めてまいりました。パーテ

ィションの数については、住居制約者４６０名を基に指定避難

所の収容定員に応じて、備蓄食料品をはじめ、パーティション、

段ボールベッド、毛布、自動ラップ式トイレなどの避難所備品

を整備しております。このうち、パーティション、段ボールベ

ッド、自動ラップ式トイレについては、コロナ禍に対応するよ

うプライバシーの配慮や感染症対策として令和２年度に整備を

完了しました。 

  鳴沢村においては、指定避難所で想定避難者数を収容すること

ができるため、ご質問にありました村内の民宿、旅館などの宿

泊施設を活用するための協定の締結は考えておりませんが、想

定を超えた避難者が発生した場合や観光客、帰宅困難者の支援

については、状況に応じて判断したいと考えております。 

  以上で土屋文明議員からの質問の答弁とさせていただきます。 

議長（三浦直樹君） ４番 土屋文明君。 

４番（土屋文明君） 今ご説明いただきました、大地震の場合４６

０名程度であるというお話ですが、先般、避難所のパーティシ

ョンというのは先週の議会の中で回答いただきまして、現在１

２５セット設備をしていると。現在村内の避難所というのは、

鳴沢小学校から村民体育館まで７つの会場があるというふうに
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聞いております。その中で、先週のお話の中で避難所のパーテ

ィションは、１２５セットのうち鳴沢小学校で５０セット、大

田和公民館で７５セット、これは私の聞き違いか分からないん

ですが、避難所用段ボールベッドがそれぞれ１００、１５０、

３０、３０、３０というふうな２４０ぐらいになるんですかね、

聞いております。 

  今、課長の答弁の中でありました、将来的にこれがキャパを超

えてしまった場合は、次のことも当然考えなきゃいけないとい

う言葉を伺えたんで、ほっとしております。 

  今回このような質問が何で出たかといいましたら、昨年の令和

２年６月２２日にお隣の行政機関、富士河口湖町と河口湖の観

光協会さん１０団体、河口湖観光協会から小立観光協会、大石

観光協会、北河口湖観光協会、富士山国際観光協会、勝山観光

協会、奥河口湖観光協会、西湖観光協会、精進湖観光協会、本

栖湖観光協会の１０団体と、新型コロナウイルス感染症対策期

間中における民間施設の避難所使用要請という協定が結ばれた

プレスリリース発表がありました。このときの条件の中では、

当然そういう状況になった場合は、この施設と町が協同して費

用負担、一例だけ申し上げれば、当該施設の使用料は１泊当た

り１人２，５００円を基準として町と観光協会のほうで話し合

って進めていくと。 

  あとは食事におくと余分な発生した経費については、あるいは

それのために修繕費がかさむ場合があるという場合はそれもや

るんだということも書いてありましたんで、将来的にコロナ禍

が長引いていくといって、非常に大きい災害が来た場合のこと

もあってお尋ねいたしました。 

  いずれにしても、一つ増えた場合のことも検討いただいている

ということなんで、その実現に向けてまたご検討くださるよう
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お願い申し上げます。 

  以上です。ありがとうございました。 

議長（三浦直樹君） 総務課長。 

総務課長（三浦寿得君） 先ほど土屋議員のほうから、昨年度令和

２年度はパーティションを１２５個用意しているということで、

ちょっと数字が合わないかなと思われているかと思いますけれ

ども、従前からパーティションのほうが１０５個、既にありま

して、それで昨年１２５購入しまして、それでトータルで２３

０個あります。 

  ですから、４６０人の避難者想定に対して２名で１組というよ

うな、プライバシーを確保するためにそのようなことで整備を

行っております。内訳につきましては、小学校の体育館が５０

セット、大田和公民館で１５、鳴沢村総合センターで５１、山

道ホールが１５、フジエポックホールで２４、鳴沢村民体育館

が７５、合計２３０。このように、令和２年度で整備を完了し

たというようなことになっています。 

  それから、先ほど隣町のことになりますが、観光連盟と災害協

定を結んで、そのような不測の事態に備えているというような

ことがありまして、こちらのほうでも一応事務局のほうと確認

をし合ったところ、避難者の調整については観光連盟のほうで

行っていただいて、町の職員は災害対策本部を運営しなければ

なりませんのでそちらのほうには手が出せなくて、あくまでも

観光連盟のほうで手配等行っていると、そのようなことを確認

しております。 

  また、県内では、このような協定を結んでいるところは２自治

体ございまして、もう一つは都留市がそのような協定を結んで

いるようですが、都留市は観光のまちではなくてホテル等が少

なくて、これは市のほうで直接宿泊施設と協力できないかとい
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うようなことを打診して、それに応じたホテルが９施設あるよ

うであります。このときにも全ての方が対象ではなくて、妊娠

中の方、生後１年未満の乳児を養育する方、身体障害者手帳１

級、２級を保有する方とその介護者１名、このように誰でもい

けるというようなことではなく、対象者を絞ってこのような不

測の事態に備えている、このようなことでありました。 

  鳴沢村でもこのような不測の事態が生じた場合には、そのとき

に各施設のほうに連携、調整等を取って対応したいと考えてお

ります。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦直樹君） ４番 土屋文明君。 

４番（土屋文明君） ベッド数のこと、私のほうも分かっていなく

て失礼しました。それだけのキャパがあれば一つ安心だと思い

ます。 

  先般、国土強靱化地域計画を拝見させてもらいました。これは

県内各地域のほうでは大分出ている地域もあるようです。 

  ただ、観光地の中で一つは、観光客が災害のときにどういう状

況で観光協会、あるいは施設がやっているかというのが幾つか

確認しておりますんで、将来的にはその部分も含めてご対応い

ただいたほうがよろしいかなと思います。 

  以上です。 

議長（三浦直樹君） 以上で土屋文明君の一般質問を終わります。 

  次に、「家庭の防災対策の推進について」の質問を許します。

７番 小林昭一君。 

７番（小林昭一君） 家庭の防災対策の推進についてお伺いいたし

ます。 

  近年は地球規模による異常気象が顕著に見られるようになりま

した。東日本大震災から１０年が過ぎ、防災意識が薄れている
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ような感じが否めません。コロナ禍で各地域、各教育現場での

訓練等が思うようにできない現状です。 

  家庭では、一体どのぐらいの内容で防災の意識があるのかが懸

念されます。このような時期だからこそ、家庭での防災計画の

推進を行ってはいかがでしょうか。自助、共助、公助と言われ

ておりますが、住民の意識が薄く、何かあったら役場で何とか

してくれる、県で何とか助けてくれるという考えに傾いている

ような気がします。 

  このような時期だからこそ、自助の力を養うべきだと思います。

子供たちを含め家族間での自らの防災計画をまとめ、それをま

とめた施策を考えてみてはいかがでしょうか。家庭内に防災計

画を意識の向上を図るためのものであります。 

  村の防災計画にも役立つと思いますが、村長の考えをお伺いい

たします。 

議長（三浦直樹君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 小林昭一議員からの家庭の防災対策の推進に

ついてという質問にお答えさせていただきます。 

  日本は、その地理的要因から過去より各地で大規模な災害に見

舞われております。平成２３年の東日本大震災をはじめ、近年

も熊本地震や大阪北部地震、胆振東部地震などが発生し多くの

貴い命が失われております。 

  また、首都圏直下地震や南海トラフ地震など一度発生すれば甚

大な人的・経済的な被害が予想される巨大地震の発生も懸念さ

れております。特に南海トラフ地震においては、マグニチュー

ド８から９クラスの地震が今後３０年以内に発生する確率が７

０から８０％とされており、大規模地震発生の切迫性が指摘さ

れております。 

  鳴沢村は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が
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生ずるおそれがあるため、南海トラフ地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法に基づき、地震防災対策を推進する

必要がある南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されてもお

ります。村では、南海トラフ地震防災対策推進地域として必要

とされる対策を中心に、南海トラフ地震に対し必要な事項を定

め、南海トラフ地震に対する地震防災対策の推進を図ることを

目的とした南海トラフ地震防災対策推進計画を策定し、この計

画の熟知、関係機関及び地域住民等の自主防災体制との協調体

制の強化を目的として、南海トラフ地震を想定した防災訓練を

令和元年度から実施しております。 

  行政としては、大規模災害の発生により役場機能が低下する中

にあっても、迅速に災害対応を開始するとともに、最低限の行

政サービスを維持しつつ、住民の生命・身体及び財産を保護し、

住民生活への影響を最小限にするよう、可能な限り早期に通常

業務を復旧することを目的とした鳴沢村業務継続計画を策定し、

防災訓練等により計画の検証を行い、継続的に改善を行ってい

ます。 

  しかしながら、大規模災害発生時には、職員のみでは十分な災

害対応が取れない場合も起こり得ます。このようなときには、

現在４名おられる防災士の方々にもご協力を仰ぐとともに、住

民一人一人による災害への備えが重要であります。 

  コロナ禍の中で、集団での訓練は自粛中で、小林昭一議員が指

摘された家庭での防災計画は非常に重要であり、家庭内におい

ても災害や万が一の事故が起こった際の対応方針を改めて計画

しておく必要があります。家族継続計画で考えるべきことは、

優先順位から、第一に自分と家族の生命を守ること、第二に被

害を最小にすること、そして、第三にできるだけ早く元の生活

ができるようにすることです。さらに、それぞれについて、災
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害や事故が起こる前に準備しておくことと、実際に災害や事故

に遭遇した場合の対処方法とに分けて考える必要があります。 

  村では、防災知識の普及及び教育として、役場職員や小学生を

対象とした防災出前教室を令和元年度より防災担当が実施して

おります。こうした防災出前教室を通じ、それぞれの立場にお

いて防災について考えるきっかけとしていただくとともに、こ

の出前教室で培った知識を各家庭に持ち帰り、各家庭の状況に

合ったそれぞれの家庭の防災計画を作成し、災害への備えを行

っていただきたいと考えておりますので、各立場で啓蒙活動を

お願いいたしまして、小林昭一議員からの質問の答弁とさせて

いただきます。 

議長（三浦直樹君） ７番 小林昭一君。 

７番（小林昭一君） 執行部のほうも大変ご苦労いだいているよう

で、出前教室も行っているということで防災意識の啓蒙活動あ

りがとうございます。 

  家庭での防災計画、防災意識の向上のためにということもある

んですけれども、その内容の一つの施策として子供向けの防災

ビデオがあったり、あとは家庭での防災グッズも１００円ショ

ップでも結構売っているところもあります。なかなか自分の自

宅の食器戸棚等の倒れ防止をつけている方が村内でどのぐらい

いらっしゃるかということも懸念があるんですけれども、恥ず

かしながら防災の研修を受けるときに改めて自分のところを見

直したところ、漏れがあったりしたところで、そういう倒れ防

止、地震に対しての食器戸棚の食器が落ちてこないような対策

とか、家庭でできることが本当にたくさんあるなということが

ありました。 

  今家族の一員であるペットなんかもそうですけれども、困った

ときには助けてくれるなんて思うと、やっぱり自分の家族の一
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員であるペットについてもそうだと思うし、各家庭での子供た

ちの食物アレルギーへの対応等もあると思うので、やはり村長

がおっしゃるように、家庭での防災計画大変だと思うんですが、

考えていただきながら推進していただければと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（三浦直樹君） 以上で小林昭一君の一般質問を終わります。 

  次に、「獣害対策の超音波発信器設置について」の質問を許し

ます。３番 渡辺宗司君。 

３番（渡辺宗司君） 私からの質問ですが、獣害対策の超音波発信

器設置についてでありますが、鳴沢村では、村の北側と南側に

シカ、イノシシなどが村内に侵入しないよう広域的に獣害対策

として防護柵が設置してあります。北側は、西湖、河口湖に抜

ける道路がないため、シカ、イノシシの侵入はほとんどないよ

うに思われます。南側は、富士山方面に通ずる道路が１５か所

あり、防護柵と交差する道路から村内にシカ、イノシシが自由

に侵入できます。その防護柵と道路が交差する箇所に超音波発

信器を設置することにより、害獣の侵入を防げると思います。 

  農作物や人的被害をなくすために、超音波発信器の設置につい

て村長の考えを伺います。 

議長（三浦直樹君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡辺宗司議員の防護対策についての質問です

が、担当課長であります振興課長より答弁させていただきます。 

議長（三浦直樹君） 振興課長。 

振興課長（木暮富人君） 渡辺宗司議員の質問にお答えいたします。 

  茅つけ林道沿いには、中山間地域総合整備事業により平成１９

年から獣害防護柵約８キロメートルを設置しました。設置後は

一定の侵入防止効果はあったものの、質問にもありますように、

村道との交差箇所１５か所は開口部となっております。そこか
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らの侵入は防ぐことができておりません。その対策として、平

成２１年度に超音波を利用した装置を数か所に設置しましたが、

侵入してしまう個体があったこと、近隣住民から音に対する苦

情があったこと、電気料、修繕料等の運用経費がかさむことか

ら、平成２９年度に撤去した経緯がございます。 

  また、茅つけ林道沿いではありませんが、平成３０年度に春日

神社横水路の開口部に地震の周波数を利用した装置を２基設置

し、検証を行いました。しかし、侵入してくる個体もあり、開

発業者に確認したところ、少数ではあるが装置に関係なく侵入

してくる個体もあるとのことでした。 

  このように、音波等を利用した装置は効果について個体差があ

り、侵入を防止できるものではないこと、また、一般的に音波

等に対する慣れが生じ、効果が永続するものではないと言われ

ており、村内でこのような機器を利用している例においても同

様に効果が永続していないようです。このことから、村として

は、音波等による侵入防止装置の採用は今後も予定しておりま

せん。 

  なお、本年度に村道７０３号線にて拡幅工事を予定しています

が、獣害防護柵の開口部１５か所に含まれる箇所であるため、

シカやイノシシなどの２本爪の動物侵入防止のために開発され

たグレーチングを設置予定となっております。このグレーチン

グは、群馬県の環境新技術導入促進事業に採択された製品で、

侵入防止の効果が高く、全国的に導入が進んでいる製品です。

令和元年には村農業委員会で、既に設置してあります三重県津

市にて現地研修を実施し、効果を確認しており、農業委員から

村内においても設置するべきとの意見をいただいておりました。

今回村道７０３号線に設置後は赤外線カメラによる効果検証を

行っていきたいと考えております。 
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  以上については、いわゆる公助としての取組となりますが、村

では電柵設置に対する補助金制度もありますので、自助の取組

として積極的に活用していただきたいと思います。 

  以上で渡辺宗司議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

議長（三浦直樹君） ３番 渡辺宗司君。 

３番（渡辺宗司君） 害獣については、小さいものから大きなもの

まで個体によって周波数が、嫌いな周波数というんですか、そ

れが異なるというのは調べて分かっていますけれども、シカ、

イノシシなどの大きな害獣に効果のある周波数の超音波発信器

を設置したらどうか何て思うんですけれども、将来的には東西

に走る国道１３９号、県道鳴沢富士河口湖線などの道路まで防

護柵を延ばし、そこに超音波発信器を設置してもらいたいと考

えております。 

  以上で私の質問を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で渡辺宗司君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（三浦直樹君） 日程第１１、委員会の閉会中の継続調査の件

を議題といたします。 

  議会運営委員長、総務教育厚生常任委員長、建設産業経済常任

委員長、広報常任委員長から会議規則第７１条の規定により、

委員会の閉会中の継続調査申出書が提出されております。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦直樹君） 以上で本定例会に付議された案件の審議は全

て終了しました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本定例会に付

議された事件は、その整理を議長に委任することに決定しまし

た。 

  これにて、令和３年第３回鳴沢村議会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後２時２７分 
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